
大淀町郵便入札執行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大淀町において執行する建設工事請負、業務委託、役務提供

及び物品調達（以下「工事等」という。）の入札について、郵便による入札（以下「郵

便入札」という。）を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事等）  

第２条 郵便入札を行う工事等は、一般競争入札により契約を締結しようとするもの、

及び指名競争入札の方法により契約を締結しようとする工事等のうち予定価格が５

００万円以上のものとする。ただし、町長（以下「入札執行者」という。）が認める場合

は、この限りでない。 

（入札の公告等） 

第３条 入札執行者は、工事等を郵便入札で入札に付そうとするときは、大淀町入札

執行要綱（平成２５年９月２日施行。以下「入札執行要綱」という。）第２条に定める

入札公告等において次に掲げる事項についても明示するものとする。 

（１）当該入札が郵便入札により実施される旨 

（２）入札書の郵送方法、送付先及び到達期限 

（３）開札日時及び場所 

（４）郵便入札にあたり必要と認める事項 

（事前公表） 

第４条 入札執行者は入札執行要綱第８条の規定するところにより、入札に係る事項

について事前公表を行うものとし、第３条各号に掲げる事項についても併せて当該

入札公告等に記載するものとする。 

（入札書等の郵便方法） 

第５条 入札者は、大淀町契約規則（昭和４０年９月１５日規則第５号。以下「契約規

則」という。）第５条に規定する入札書に必要事項を記入し、記名押印の上封書に

入れ、入札執行者の指定する必要書類を同封の上封かん及び封印し、書留郵便

により郵送しなければならない。 

２ 入札書を郵送する封筒は様式第１号によるところとし、表面には「入札書」と朱書き

し、裏面には工事名、工事場所、開札日時、入札者の住所及び商号又は名称、代

表者職名及び氏名、電話番号、並びに担当者名を記載するものとする。 

３ 入札書の郵送に要する費用は入札者の負担とする。 

４ 入札書は、入札執行者が指定する入札書到達期限（以下「到達期限」という。）ま

でに大淀町役場に到達しなければならず、到達期限までに到達しなかった場合は、

入札を棄権したものとみなす。 

５ 入札書の到着確認の問い合わせには一切応じないものとする。 



６ 到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回（辞退する場合を除く。）をすること

ができない。 

（入札辞退） 

第６条 入札者は、開札が行われるまではいつでも入札を辞退することができる。 

２ 前項の場合において、入札を辞退しようとするときは、入札書の到達期限までに

次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 

（１）辞退届を持参、若しくは書留郵便により郵送する。 

（２）辞退する旨を記載した入札書を書留郵便により郵送する。 

３ 入札者は、入札書の郵送後であっても、開札執行までは当該入札を撤回の上辞

退することができる。この場合における辞退の方法は、辞退届の持参によるものとす

る。 

（入札保証金） 

第７条 入札保証金については、契約規則第４条ただし書きの規定によりその全額を

免除される場合を除き、入札者は到達期限までに事前納付しておかなければなら

ない。 

２ 入札保証金の納付については、原則持参によるものとし、納付場所等については

第３条に規定する入札公告等に記載するものとする。 

（入札書の受領、保管等） 

第８条 入札執行者は、入札書を受領したときは、郵便入札受付簿（様式第２号）に

受付日等の必要事項を記入するとともに、入札書を封かんのまま開札日時まで厳

重に保管しなければならない。 

２ 入札執行者は、開札前においては、いかなる理由があっても封筒を開封してはな

らない。 

（開札の立会） 

第９条 入札執行者は、郵便入札に付した場合は、当該入札に係る入札参加者の中

から開札の立会人を２名選定し、開札に際し立会わせるものとする。 

２ 開札の立会人の選定方法については、別に定める。 

３ 前２項に定める立会人を希望する場合には開札立会申請書（様式第３号）を送付

し立会いを希望するものとする。 

４ 開札の立会いは、開札に立会うこととなった入札参加者又は当該入札参加者から

委任を受けた代理人が行うものとし、代理人が立会いを行う場合は、立会人委任状

（様式第４号）を提出するものとする。 

５ 開札日時になっても立会人が参集しない場合は、当該入札事務に関係のない職

員で入札執行者が指名した者が立会うものとする。 

６ 立会人の役割は次の各号に掲げるところとし、立会人は、当該入札の終了後、開

札確認書（様式第５号）により、公正かつ適正な入開札であったことを確認するもの

とする。 



（１）入札参加者の確認 

（２）封筒が開封されていないことの確認 

（３）入札書の内容確認 

（４）無効となる入札書等の確認 

（５）落札業者及び落札金額の確認 

（開札） 

第１０条 入札の開札は、入札執行者、開札事務従事職員及び前条により選定した

開札立会人により執行するものとし、開札立会人を除く入札者は開札を行う場所

（以下「開札場」という。）に入場できないものとする。 

（落札の決定方法） 

第１１条 入札執行者は、次により落札決定を行うものとする。 

（１）落札者は、入札書比較価格以内（最低制限価格を設定した場合は、最低制限

比較価格以上入札書比較価格以内）で最低の価格をもって入札した者とする。  

（２）落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の「１００分の１０」に相当す

る金額を加算した金額とする。  

（３）落札が決定した場合は、落札者及び落札価格を開札立会人に発表し、入札

の終了を宣言するものとする。  

２ 落札者に対しては直ちに電話等にて落札の旨を連絡するものとし、入札結果につ

いては、入札執行要綱第２７条の規定するところにより公表を行うものとする。 

３ 開札の結果、落札となるべき入札をした者が２人以上あるときは、落札決定を保留

した上で、後日、開札事務従事職員及び当該入札者（代理人を含む。）の立会い

のもと、地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１６７条の９（第１６７

条の１３において準用する場合を含む。）の規定に基づき「くじ引き」を行い、落札者

を決定するものとする。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代

えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

４ 入札執行回数は２回（予定価格を事前に公表する入札の場合にあっては１回）と

し、落札者となるべき者がない時は入札の打ち切りを宣言するものとする。 

（入札の無効） 

第１２条 郵便入札においては、入札執行要綱第１８条に規定するもののほか、次の

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効となった入札書等につ

いては返却しないものとする。 

（１）書留郵便以外の郵送、持参、ファクシミリ、電報、電子メール等郵便入札の方

法によらない入札 

（２）入札書到着期限後に到着した入札 

（３）郵便入札封筒に記載の工事名又は差出人名と、同封された入札書の工事名

又は入札者名が相違する入札 

（４）郵便入札封筒に工事名又は差出人名等の記載がなされていない入札 



（５）入札用封筒に封かん及び封印のない入札 

（６）その他入札執行者において無効と認められる入札 

（入札の延期、中止又は取消し） 

第１３条 入札執行者は、郵便事情等により事故が発生する等、適正な郵便入札の

執行ができないと認められるときは、入札の延期し、中止又は取消をすることができ

る。 

（その他） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、郵便入札の執行に必要な事項は、入札執行

要綱によるほか入札執行者が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２５年９月２日から施行する。だたし、業務委託（建設工事に係る

調査、測量、設計、監理等の業務は除く。）、役務提供及び物品調達の入札につい

ては、平成２６年４月１日から施行する。 

（大淀町建設工事等郵便入札の試行に関する要領の廃止） 

２ 大淀町建設工事等郵便入札の試行に関する要領（平成２０年９月１日施行）は、

廃止する。 

附 則 

  この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２６年４月１０日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２６年６月２０日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２９年６月１４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第９条第３項及び第４項の規定については、平成２９年６月１４日以降に公告また

は通知した入札から適用する。これ以前に公告または通知した入札については、

なお従前の例による。 

附 則 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係）

封印 封印

入札契約係



様式第２号（第８条関係） 

 

郵便入札受付簿 

 

 

１．件   名    
２．番   号    
３．場   所    
４．入札書到着期限 
５．開 札 日 時       年  月  日 
 

No. 受領日時 書留郵便番号 入札参加者の商号又は名称 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



様式第３号（第９条関係）

以下の入札の開札立会いを希望しますので申請いたします。

1
工 事 名

（ 業 務 名 ）

2
工 事 番 号

（ 業 務 番 号 ）

午前
午後

4 申 請 者 住 所

5
申 請 者

商号又は名称

※申請方法は内容を記入し、期日までにファックス送信し、大淀町役場総務課

入札契約係まで電話連絡してください。

ＴＥＬ ０７４７－５２－５５０１

ＦＡＸ ０７４７－５２－４３１０

　　年　　　月　　　日

開札立会申請書

大淀町長　様

時 分　　　　　年　　　　月　　　　日3 開 札 日 時



様式第４号（第９条関係） 

   年  月  日 
 

大淀町長 （氏名） 様 
 

（委任者） 
住    所 
商号又は名称 
代 表 者 名               

 

 

立会人委任状 

 

 

私は、下記の者を代理人と定め、次の工事等に係る開札立ち会いについての

一切の権限を委任します。 
 

 

１．件  名： 
２．番  号： 
３．場  所： 
４．開札日時： 
５．開札場所： 

 

 

 

（代理人） 
氏 名                      

代理人が使用する印鑑 



様式第５号（第９条関係） 

  年  月  日 
 

 

開 札 確 認 書 

 

 

 下記の工事等に係る開札が適正に行われたことを確認いたしました。 
 

記 
 

１．件 名 
２．番   号 
３．場    所 
４．開 札 日 時 
５．開 札 場 所 
６．落札 (候補 )者 
７．落札 (予定 )額 

 

 

 
 

開札立会人 
                                
 

 

開札立会人 

                                


